
   22 

 

第７章 推進体制等 
 

１ 関係施策との有機的な連携 

本計画に基づく施策の推進にあたっては、石川県医療計画、いしかわ健康フロンテ 

ィア戦略、石川県自殺対策計画及び石川県アルコール健康障害対策推進計画に基 

づく取り組み等、関係施策との有機的な連携により取り組むこととします。 

 

２ 推進体制  

行政、医療、福祉及び司法等の関係機関や当事者団体、関係事業者等からなる 

推進会議において、本計画の取り組みの成果と課題を検証し、ギャンブル等依存症 

対策の総合的かつ計画的な推進に向けて検討します。 

 

３ 計画の見直し 

国の基本計画の動向及び推進会議における議論を踏まえ、必要な協議や計画の 

達成状況の評価等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


